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ふるさと納税を活用した箱根の魅力発信のため、ふるさと納税自動販売機を箱根小涌園

ユネッサン（藤田観光株式会社）に設置します。 

   

１ 設置場所 

  箱根小涌園ユネッサン（箱根町二ノ平1297番地） 

  ３階エスカレーター前 

 

２ 利用開始日時 

  令和４年４月21日（木） 13時 

 

３ 利用対象者 

  箱根町外に在住の個人 

 ※ 箱根町に在住の方も、自動販売機を利用して寄附が可能ですが、返礼品の提供はあ

りません。 

   

４ 利用方法 

 ⑴ 自動販売機のタッチパネルで返礼品を選択 

 ⑵ 住所を登録（免許証から住所・氏名など読み取り可能） 

 ⑶ 寄付方法を選択（支払はクレジットカードのみ） 

 ⑷ レシートを、箱根小涌園ユネッサン４階総合フロント横団体受付カウンターでスタ

ッフにわたす 

 ⑸ その場で返礼品と交換 

 

４ 返礼品 

箱根小涌園内（ユネッサン、天悠、三河屋旅館、美山楓林）で利用可能な施設利用券、

宿泊券の提供を予定しています。 

   

５ その他 

  寄附金税額控除を受けるには、通常のふるさと納税と同様、確定申告又は寄附金税額

控除に係る申告特例申請書（ワンストップ特例制度）による手続きが必要となります。 

  税控除に必要な書類は、後日郵送でお送りします。 
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